
湧佐地区安全衛生協会と合同で事業場の安全巡視を行いました 

 

 北見労働基準監督署(署長 吾子勇二)は、１１月１７日、湧佐地区安全衛生協会と合同で管内

の畜産事業場への安全巡視を行いました。 

 湧佐地区安全衛生協会は、労働基準法、労働安全衛生法関係の普及、指導や、労働災害防止

団体等との連絡調整等を目的に設立され、令和７年５月に開催された定時総会で７４回目を迎

えられました。主な年間活動は、湧別町と佐呂間町にある４３の事業場を対象にして、５月と３

月に労働安全、交通事故防止等の講習会を開催され、湧佐協会たよりを毎月発行・配布され、

建設業労働災害防止協会北見分会と合同で工事現場の安全パトロールを実施されている他、

会員事業場の工場等を対象にした事業場巡視を開催されておられます。また、管内の労働災

害防止団体等が開催する労務管理講習会、安全・衛生大会などに担当者を派遣されるなど、よ

り安全で働きやすい労働環境のため、積極的な活動を行っておられます。 

 工場等への安全巡視は今年度で３回目となりました。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北見労働基準監督署長、湧佐地区安全衛生協議会の会長、副会長、事務局長が参加い
たしました。(事業場巡視の打ち合わせの様子を撮影いたしました。) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【畜産業の事業場巡視の様子】 

 

管内では初めて畜産業に対する合同パトロールを実施しました。農業や畜産業の労働災害

は減少傾向にありません。安全巡視では、北海道労働局で作成し配布している「畜産業におけ

る労働災害防止対策のポイント（帯広署作成）」、北海道労働局で推進している「北海道冬季ゼ

ロ災運動」の資料を配布し、今後も労働災害防止に御留意していただくよう啓発いたしました。 

 労働災害防止のため事業場巡視を企画し参加された湧佐地区安全衛生協会長をはじめ関係

者の皆様と事業場巡視を受け入れていただいた事業場の皆様には、このような機会を作って

いただき感謝申し上げます。引き続き、死亡・重篤な労働災害等の防止に御留意ください。 

  

【毎月発行し配布されている協会だより】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              


